
平成30年度第12回長洲町農業委員会定例会会議録 

 

１．招集年月日  平成31年３月６日（水） 

 

２．招集の場所  長洲町役場 ３階（中会議室） 

 

３．開   会  平成31年３月６日 午前10時00分  

 

４．出席農業委員は次のとおりである。 

会長      １番 濱北 圭右 

会長職務代理者 ２番 増岡 美知子 

委員      ３番 土山 秋吉   ５番 松野 智子   ６番 濱﨑 伸二 

７番 嶋田 正忠   ８番 大渕 一弘   ９番 島川 俊昭 

10番 石井 博俊 

 

５．出席農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

腹赤区域       中村 建治   楠田 源志   池上 春男 

六栄区域       池上  章    城戸 政治 

長洲・清里区域    坂井 隆浩   磯川 伸哉 

 

６．欠席農業委員は次のとおりである。 

４番 中嶋 英徳 

 

７．欠席農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

六栄区域       德永  章 

 

８．本定例会に職務のため出席した者は次のとおりである。 

   農業委員会事務局 局長 吉田 泰滋 

   農業委員会事務局 書記 木原 弘智 

 

９．提 出 議 案   

報告第２４号  農地法第３条の３第１項の規定による農地の移動の届出について 

報告第２５号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約届について 

議案第３９号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第４０号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４１号  農用地利用集積計画（案）の決定について 

議案第４２号  下限面積（別段の面積）の設定について 

議案第４３号  農地の賃借料情報の公表について 

その他 
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事務局        起立。礼。着席。 

 それでは、ただいまから平成30年度第12回長洲町農業委員会定例

会を開会いたします。 

 初めに、濱北会長より挨拶をお願いします。 

濱北会長       先月の22日は、昼は勉強会をしていただき、また、意見交換会を

開きまして、大変お疲れさまでございました。 

 今年は平成最後の年で、元号が変わる年でございます。私も含め

まして、皆さんも平成の最後、新しい元号に変わる年に委員をされ

て、記念になる年ではなかろうかなと思っております。皆さんには

大変お疲れのところとは思いますが、こういう記念といいますか、

そういう意味を持って、いいほうにとっていただいて、１年間また

新しい年に頑張っていただきたいと思います。 

 今日は最後で、30年12回の定例会でございます。今日はどうぞよ

ろしくお願いします。 

事務局        それでは、本日の欠席委員を御報告いたします。４番中嶋委員よ

り欠席の届け出の連絡が出ております。本日の出席委員は10名中９

名であり、定足数に達しておりますので、総会は成立することをま

ず御報告させていただきます。 

 それでは、長洲町農業委員会会議規則第５条の規定に基づき会長

は会議の議長となりますので、以降の議事進行は濱北会長にお願い

いたします。 

濱北会長       それでは、議事に入ります。 

 本日の提出議案は、報告第24号「農地法第３条の３第１項の規定

による農地の移動の届出について」、報告第25号「農地法第18条第６

項の規定による合意解約届について」、議案第39号「農地法第３条第

１項の規定による許可申請について」、議案第40号「農地法第５条第

１項の規定による許可申請について」、議案第41号「農用地利用集積

計画（案）の決定について」、議案第42号「下限面積（別段の面積）

の設定について」、議案第43号「農地の賃借料情報の公表について」

を議題といたします。 

 本日の議事録署名委員は、２番増岡委員、３番土山委員にお願い

いたします。 

 それでは、早速議事に入ります。１ページです。 

 報告第24号「農地法第３条の３第１項の規定による農地の移動の

届出について」を議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

事務局        それでは、報告第24号、農地法第３条の３第１項の規定による農

地の移動の届出がありましたので、次のとおり報告いたします。 

 受付番号は３番になります。 

 届出人、届出地の所在、地番、地目、地積については議案書に記
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載のとおりです。 

 簡単ではございますが、以上で報告第24号の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま事務局より説明がございまし

た。この件について何かご意見等はございますか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       ありがとうございます。なければ報告第24号はこれをもって終わ

ります。 

 次に進みます。２ページです。報告第25号「農地法第18条第６項

の規定による合意解約届について」を議題といたします。事務局よ

り説明をしてください。 

事務局        それでは、報告第25号、農地法第18条第６項の規定による合意解

約届がありましたので、次のとおり報告いたします。議案書の２ペ

ージから３ページ、受付番号が132番から134番でございます。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積につきましては議案書

に記載のとおりでございます。申請理由につきましても議案書記載

にありますとおり合意解約となっています。 

 こちらも簡単ですが、以上で報告第25号の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。この件について説明がありましたけど、

何か質問はありますか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       ありがとうございました。なければ、承認したと認め、報告第25

号はこれをもって終わります。 

 次に進みます。４ページです。議案第39号「農地法第３条第１項

の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局より

説明をお願いします。 

事務局        議案第39号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について、

次のとおり提出いたします。 

 議案書の４ページ、まず、受付番号16番からになります。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積については議案書に記

載のとおりです。 

 申請地につきましては、６ページ、７ページに字図等を載せてお

ります。場所は名石神社の北側になります。 

 申請内容、許可基準等について御説明をいたします。説明資料の

１ページをあわせてごらんください。 

 申請理由につきましては、贈与による所有権移転となっておりま

す。全部効率利用要件につきましては、申請人は現在、経営面積

6,041㎡、農作業歴50年の経験があり、家族３人で作業を行っておら

れます。申請地には小麦の作付が行われており、今後も全ての農地

を利用するということでございます。 

 機械の所有状況ですが、トラクター１台、耕運機１台、田植機１
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台、動力噴霧機１台、軽トラック１台を所有されておられます。 

 通作距離につきましては、自宅から徒歩５分程度ということでご

ざいます。 

 地域との調和要件、役割分担につきましては、申請地は畑として

利用されており、小麦の作付がされております。今後も畑として利

用するため、周辺農地への利用に支障を与えることはないというこ

とです。また、農業の維持発展に関する話し合いや活動への参加、

地域での取り決めに対する遵守協力をしていくということでござ

います。 

 取得後の下限面積要件につきましては、取得後は6,424㎡であり、

下限面積の5,000㎡を超えていることから問題ないと考えられます。 

 以上、受付番号16番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま事務局より説明がございまし

た。ここで、補足説明を農業委員の７番嶋田委員にお願いします。 

嶋田委員       ７番の嶋田です。 

 申請人は、保全隊構成員でもあり、人柄もよく、田んぼも熱心に

耕作していらっしゃいます。 

 別に問題ないと思います。審議のほうよろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。続きまして、担当推進委員の池上春男

推進委員に意見を伺います。 

池上(春)推進委員   推進委員の池上です。 

 現場写真を見たらわかりますように、書類上でも何も問題はない

かと思います。審議のほうよろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま、事務局と農業委員、それか

ら担当推進委員の説明がありました。この件について何か質問等は

ございますか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       ありがとうございます。なければ賛成の農業委員の方の挙手をお

願いいたします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号16番につ

いては原案どおり決定いたします。 

 次に進みます。受付番号17番です。事務局に説明をお願いします。 

事務局        それでは、受付番号17番でございます。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積については議案書に記

載のとおりです。 

 申請地につきましては、議案書の８ページ、９ページに字図等を

載せております。場所が宮崎児童公園の北側のところになります。 

 申請内容、許可基準等について御説明いたします。説明資料の３

ページをあわせてごらんください。 
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 申請理由につきましては、売買による所有権移転となっておりま

す。全部効率利用要件につきましては、申請人は現在、経営面積１

万2,500㎡、農作業歴35年の経験があり、家族３人で作業を行ってお

られます。申請地には野菜の作付をするということで、今後も全て

の農地を利用するということでございます。 

 機械の所有状況でございますが、トラクター１台、耕運機１台、

動力噴霧機１台、軽トラック１台を所有されておられます。 

 通作距離につきましては、自宅から徒歩３分程度ということです。 

 地域との調和要件、役割分担につきましては、申請地には野菜の

作付を行うということで、周囲は住宅と農地があるため、農薬の使

用には注意するとともに、周囲に迷惑をかけないように作業すると

いうことです。また、農業の維持・発展に関する活動、地域での取

り組みは遵守するということです。 

 取得後の下限面積要件につきましては、取得後が１万2,729㎡で

あり、下限面積の5,000㎡を超えていることから問題ないと考えら

れます。 

 以上、受付番号17番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま事務局より説明がございまし

た。補足説明を農業委員８番大渕委員にお願いいたします。 

大渕委員       ８番の大渕です。 

 昨日、ここを見に行きまして、参考資料の写真にも載っています

けれども被害が起きるような場所でもないし、現況は写真のとおり

のところでございます。見たところどうも心配することはないと思

いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま農業委員から説明がありまし

た。この件について何か質問等はございますか。 

増岡委員       ちょっと質問いいですか。宅地と畑が混在していますね。現在は

どのようにされているんですか。前の方は農作業をされていたんで

すか。してなかったので、そのまま売却という形で。 

事務局        もともと１枚で、譲渡人の畑です。 

増岡委員       畑だった。隣接してたんですね。 

事務局        それを切らして、今回これができ上がったんですよ。横の土地は

宅地で更地です。 

増岡委員       そういうところで農業をされているけど、そこでほんとうに農業

をしてくれるのかなというのは聞きたいところはありますけれど

も。ちょっとちらっと思いました。ほんとうに農業の発展のため、

維持するために使ってくれるならいいですけどと思いながら。わか

りました。 

濱北会長       何か御意見ございませんか。 

 ―ありません の声有― 
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濱北会長       なければ農業委員の方の賛成の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号17番につ

きましては原案どおり決定いたします。ありがとうございました。 

 次に進みます。10ページです。議案第40号「農地法第５条第１項

の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局より

説明をお願いします。 

事務局        議案第40号、農地法第５条第１項による許可申請について次のと

おり提出いたします。議案書は10ページになります。 

 まず、受付番号28番から御説明をいたします。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積、施設面積については

議案書に記載のとおりです。 

 申請地につきましては、議案書の12ページ、13ページに字図等を

載せております。場所が特別養護老人ホーム月華苑の東側になりま

す。 

 申請理由につきましては、駐車場建設のため、売買による所有権

移転となっております。 

 許可基準等について御説明をいたします。説明資料の５ページを

あわせてごらんください。 

 申請地の農地区分につきましては、第一種、第三種ともに該当せ

ず、広がりもなく、農業公共投資の対象になっていない小集団の生

産性の低い農地であるため、第二種農地と判断しており、申請地の

ほか適当な代替地がない場合には原則として許可できることにな

ります。 

 資力につきましては、金融機関からの残高証明書が事業費を超過

しているため適当と判断しております。 

 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性につきましては、

事業計画書、土地利用計画図等が添付されており、平成31年５月１

日着工予定、平成32年４月30日完成予定ということで適当と判断し

ております。 

 計画面積の妥当性につきましては、駐車場建設によるものであり、

既存住宅面積336.2㎡と申請地148㎡を合わせて484.2㎡であるため、

非農家住宅基準面積おおむね500㎡を下回るため、適当と判断して

おります。 

 転用行為の妨げとなる権利を有する者についてはおられません。 

 周辺農地に係る営農条件の支障の有無につきましては、申請地に

山砂を５センチ盛り土するとともに、隣接する県道との段差をなく

すよう整地するということでございます。また、町道との隣接部は

コンクリートを敷設するとともに、その他隣接地にはコンクリート

ブロックを設置し、土砂の流出防止等の対策を行うということでご



 － 6 －   

ざいます。 

 その他、駐車場ですので給水等はなく、雨水については自然排水

ということになってございます。 

 以上、受付番号28番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。今、事務局より説明がございました。

補足説明を農業委員の５番松野委員にお願いいたします。 

松野委員       ５番の松野です。 

 資料の５ページと地図は12ページと13ページを見ていただける

といいかと思います。丁度地図で見ていただけるとわかるように、

ちょっと変則な土地で、広がりもなく現在は、緑色の小さい棒だけ

が数本目印のように立ってはいましたけど、何ら問題はないかと思

われます。審議のほうをよろしくお願いいたします。 

濱北会長       ありがとうございました。続きまして、担当推進委員の中村推進

委員に意見を伺います。 

中村推進委員     中村です。 

 今言われたように、別に駐車場にしたからといって何ら問題ない

と思いますので、審議をよろしくお願いしておきます。 

濱北会長       ありがとうございました。事務局と農業委員、担当推進委員の説

明がありました。この件について何か質問等はございますか。 

池上(章)推進委員   済みません。ここ駐車場って、今は３台入るという話でしたけど、

道路のへりっこに入れるのか、直角に入れるのか。それで３台入る

かどうか。直角に入れた場合、ここに道路があって、横に入れた場

合、車が出るとか何とかちゅうのはないんですかね。かなり狭いよ

うな気がするんですけれども。 

事務局        おそらく３台というのは、今、車を３台持っているらしいんです

よ。説明書の６ページのところを見てもらえればあれなんですけれ

ども、「車庫」と書いてあるところに１台は普通に入ります。残りは

横の農業用倉庫のほうに入れかわり、立ちかわりとめているみたい

なんです。ここに親戚に預けているトラクターを持ってきて、新た

に２台分の申請で、多分道路から直角だと思います。この点線で囲

っている通り、道路に向かって直角。 

池上(章)推進委員   点線みたいにこう入れる。 

事務局        点線が一応駐車場の線で、これが２台分と思っていただければい

いかと思います。 

池上(章)推進委員   これ、２台入れてはみ出るっていうことはないの。 

事務局        これが小さいですけど、メートルで長さが書いてあると思うんで

すよ。 

松野委員       よほど大きい車じゃない限りは。 

事務局        転用の駐車場の大体の基準が、一般車両であれば３ｍ×５ｍです

ね。ここは地元の方ならわかると思うんですけれども、町道側って
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コンクリートブロック一、二段分低いんです。上のところで「コン

クリート敷設」って書いてあるところは、そこから出られるように

なだらかにするような感じでは聞いています。 

池上(章)推進委員   たまに車が道路沿いに入っとってから、けつが出とるとか何とか。

ここもそんな状態かなと思って。 

事務局        ぎりぎりとれる場所が、ここだけだったというところですね。 

松野委員       真ん中の膨らんでいるところが。 

事務局        真ん前の膨らんでいるところは何とか入るような感じです。 

濱北会長       ほかにございませんか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ、受付番号28番の賛成の農業委員の方は挙手をお願い

します。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号28番は原

案どおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 次に進みます。受付番号29番です。事務局より説明を求めます。 

事務局        それでは、受付番号29番の説明をいたします。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積、施設面積につきまし

ては議案書に記載のとおりでございます。 

 申請地は議案書の14ページ、15ページに字図等を載せております。

腹栄中学校の西側になります。 

 許可基準等について御説明いたします。説明資料の７ページをあ

わせてごらんください。 

 申請理由につきましては、太陽光発電施設建設による所有権移転

となっております。申請地の農地区分につきましては、第一種、第

三種ともに該当せず、広がりもなく農業公共投資の対象になってい

ない小集団の生産性の低い農地のため、第二種農地と判断しており、

申請地のほかに適当な代替地がない場合には、原則として許可でき

ることになります。 

 資力につきましては、金融機関からの融資証明書により、融資額

が事業費を超過しているため、適当と判断しております。 

 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性につきましては、

事業計画書、土地利用計画図等が添付されており、平成31年５月１

日着工予定、平成32年４月30日完成予定であり、適当と判断してお

ります。 

 計画面積の妥当性につきましては、申請地と隣接する土地を合わ

せて太陽光パネル320枚の設置及びその他は管理通路等のため適当

と判断しております。 

 転用行為の妨げとなる権利を有する者についてはおられません。 

 周辺農地に係る営農条件の支障の有無につきましては、土地造成
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に当たり、土砂の流出する可能性のある箇所にはコンクリートで養

生するということでございます。また、境界には擁壁フェンスが設

置してあるため、土砂流出はないということでございます。 

 その他、給水はございませんで、雨水につきましては自然浸透及

び境界にある排水溝へ放流ということでございます。 

 以上、受付番号29番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま事務局より説明がございま

した。補足説明を農業委員の５番、松野委員にお願いいたします。 

松野委員       松野です。 

 資料の８ページにあるように、現在は枯れた草が一面に広がって

いる状態で、何の耕作もされておりませんでした。一段高いところ

にあるので、隣の土地に影響はないと思われますので、審議のほど

よろしくお願いいたします。 

濱北会長       ありがとうございます。続きまして、担当推進委員の楠田推進委

員に御意見を伺います。 

楠田推進委員     推進委員の楠田です。 

 今、松野委員が言われたとおりですけれども、一番の高台のとこ

ろです。東側に造成された住宅団地がありまして、一段団地よりも

高くなっていて、斜面になっとるとです。だけんが、造成したりな

んかして土砂崩れせんだろうか、という懸念もありますけれども。

ぴしゃっと雨水が流れんごてしたほうがいいんじゃないかとは思

いますけれども、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

濱北会長       ありがとうございました。今、事務局と農業委員、担当推進委員

の説明がございましたけれども、この件について何か質問等はござ

いますか。ないですか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ農業委員の賛成の方の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号29番は原

案どおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 次に進みます。受付番号30番です。事務局より説明をお願いしま

す。 

事務局        それでは、受付番号30番の御説明をします。議案書10ページの一

番下のところになります。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積、施設面積については

議案書に記載のとおりです。 

 申請地の場所につきましては議案書の16ページ、17ページに字図

等を載せております。清里小学校の西側になります。 

 許可基準等について御説明いたします。説明資料の９ページをあ

わせてごらんください。 
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 申請理由につきましては、個人住宅建築のため、売買による所有

権移転となっております。申請地の農地区分につきましては、都市

計画法に定められている用途地域第一種低層住居専用地域である

ため、第三種農地と判断しており、原則許可になります。 

 資力につきましては、金融機関からの住宅ローン事前審査結果通

知による融資額が事業費を超過しているため、適当と判断しており

ます。 

 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性につきましては、

事業計画書、土地利用計画図等が添付されており、平成31年４月15

日着工予定、平成31年９月30日完成予定であり、適当と判断してお

ります。 

 計画面積の妥当性につきましては、個人住宅建築によるものであ

り、非農家住宅基準面積おおむね500㎡を下回るため、適当と判断し

ております。 

 転用行為の妨げとなる権利を有する者についてはおられません。 

 周辺農地に係る営農条件の支障の有無につきましては、整地を行

う程度であり、大規模な造成工事は行わないが、土砂等の流出を避

けるため、流出のおそれのあるところには土どめを設置するという

ことでございます。また、工事についても細心の注意を払い、工事

を行うということでございます。 

 その他、給水は町上水道、生活雑排水及び汚水については、町下

水道、雨水については自然浸透により処理し、処理し切れない分に

関しましては、溜桝によりろ過して道路側溝へ排水するということ

でございます。 

 以上、受付番号30番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。今、事務局より説明がございました。

補足説明を農業委員の３番土山委員にお願いいたします。 

土山委員       ３番の土山です。 

 議案書の16ページと17ページ、それから説明資料の９ページと10

ページ。 

 ここは道路より若干低いんですよ。以前は、ここは区の役員が管

理して、コスモスなんかをずっと植えていました。ここは第三種農

地で、周囲に宅地もどんどんできているし、何ら問題はないと思い

ます。審議のほどよろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。続きまして、担当推進委員の坂井推進

委員に御意見を伺います。 

坂井推進委員     推進委員の坂井です。 

 今説明があったとおり、もう既に住宅地に囲まれている場所にな

りますので、何ら問題ないかと思います。この角地はかなり水がた

まるところですので、その辺の排水だけ気をつけていただければい
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いかと思います。 

 以上です。 

濱北会長       ありがとうございました。今、三者の説明がございました。この

件について何か質問等はございませんか。 

 このため池はまだそのままあっとでしょう。 

事務局        北側のため池はあります。隣接のため池は埋まってます。おそら

く造成も土山委員が言われたとおり、道路から低いのであわせらす

かなと思うのが妥当かなと思います。 

濱北会長       ほかに御意見ございませんか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ、農業委員の賛成の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号30番は原

案どおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 次に進みます。受付番号31番です。事務局より説明をお願いいた

します。 

事務局        それでは、受付番号31番です。議案書11ページの上のほうの箇所

になります。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積、施設面積については

議案書に記載のとおりです。 

 申請地につきましては、18ページ、19ページに字図等を載せてお

ります。場所が長洲駅の南側になります。 

 許可基準等について御説明をいたします。説明資料の11ページを

あわせてごらんください。 

 申請理由につきましては、太陽光発電施設建設に伴う売買による

所有権移転となっております。 

 申請地の農地区分につきましては、都市計画法に定められている

用途地域第一種住居地域であるため第三種農地と判断しており、原

則許可となります。 

 資力につきましては、金融機関からの残高証明書が事業費を超過

しているため適当と判断しております。 

 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性につきましては、

事業計画書、土地利用計画図等が添付されており、平成31年４月１

日着工予定、平成31年７月31日完成予定であり、適当と判断してお

ります。 

 計画面積の妥当性につきましては、太陽光パネル64枚の設置及び

その他は管理通路等のため適当と判断しております。 

 転用行為の妨げとなる権利を有する者につきましてはおられま

せん。 

 周辺農地に係る営農条件の支障の有無につきましては、造成工事



 － 11 －   

の予定はなく、整地作業を行うとのことです。また、定期的に除草

作業を行い、周囲にはフェンスを設置する予定ということでござい

ます。 

 その他、給水はなく、雨水につきましては、周囲に雨水の流出が

ないよう境界周辺に溝を掘って対処する予定でございます。 

 以上、受付番号31番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。事務局より説明がございました。補

足説明を農業委員の３番土山委員にまたお願いいたします。 

土山委員       ３番の土山です。 

 申請地の右隣がもう既に太陽光が設置してある状態です。太陽光

をするのに別に何も支障はないと思います。 

 よろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。続きまして、担当推進委員の坂井推進

委員にまた説明をお願いします。 

坂井推進委員     推進委員の坂井です。 

 先ほど説明がありましたとおり、既に右隣は太陽光施設がありま

す。特段問題ないと思いますので、審議のほどよろしくお願いいた

します。 

濱北会長       ありがとうございました。事務局と農業委員、それから担当推進

委員の補足説明がございましたけど、この件について何か質問等は

ございますか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ、農業委員の方の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号31番は原

案どおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 次に進みます。受付番号32番です。事務局より説明をしてくださ

い。 

事務局        受付番号32番になります。議案書の11ページ、一番下の部分にな

ります。 

 申請人、申請地の所在、地番、地目、地積、施設面積については

議案書に記載のとおりです。 

 申請地の場所につきましては、議案書の20ページ、21ページに字

図等を載せております。六栄保育所の北側になります。 

 申請理由につきましては、建売住宅３棟及び通路建設のため、売

買による所有権移転となっております。 

 許可基準等について御説明いたします。説明資料の13ページをあ

わせてごらんください。申請地の農地区分につきましては、第一種、

第三種ともに該当せず、広がりもなく、農業公共投資の対象になっ

ていない小集団の生産性低い農地であるため、第二種農地と判断し
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ています。 

 申請地のほかに適当な代替地がない場合には原則として許可で

きることになります。 

 資力につきましては、金融機関からの残高証明書が事業費を超過

しているため適当と判断しています。 

 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性につきましては、

事業計画書、土地利用計画図等が添付されており、１号棟につきま

しては、平成31年７月１日より着工予定、平成31年11月１日完成予

定、２号棟につきましては、平成31年10月１日から着工予定、平成

32年２月１日完成予定、３号棟につきましては、平成32年１月10日

着工予定、平成32年５月10日完成予定ということで適当と判断して

おります。 

 計画面積の妥当性については、通路及び建売住宅３棟の建築によ

るものであり、各棟の転用面積が、非農家住宅基準面積おおむね50

0㎡を下回るため、適当と判断しております。 

 転用行為の妨げとなる権利を有する者についてはおられません。 

 周辺農地に係る営農条件の支障の有無については、周辺には農地

はなく造成工事は不要とのことで、東側町道との高低差はあります

が、道路改修工事が予定されております。また、西側里道との高低

差は土羽処理により崩落を防ぎ、南側については既存のブロック壁

があるということです。 

 その他、給水は町上水道、生活雑排水及び汚水は町公共下水道、

雨水は道路側溝へ排出ということでございます。 

 以上、受付番号32番の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。今、事務局より説明がありました。補

足説明を農業委員の９番島川委員にお願いします。 

島川委員       ９番の島川です。 

 高台で何も言うことはないと思います。いい宅地だと思います。

右側にアパートがあります。もう住宅街になってしまって、何も問

題ないと思いますが、御審議のほどよろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。続きまして担当推進委員の城戸推進委

員に意見を伺います。 

城戸推進委員     推進委員の城戸です。 

 ここの上のほうと北のほうですね。南のほうも建物が建っており、

西側も山林になって、周りに農地はありません。この土地は生産性

の低い農地で、別に問題はないと思います。ということで、審議の

ほうをよろしくお願いします。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま、事務局とそれから農業委員、

担当推進委員の説明がありました。この件について何か質問はござ

いますか。 
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土山委員       質問じゃなかばってん、ここは３軒建つちゅうことですよね。そ

うすると、１筆ずつに建つちゅうことですかね。家が３軒。そして、

１カ所が通路になるとかな。 

事務局        はい。 

土山委員       それならもう分筆とかせんでよかたいね。そのまま使うちゅうこ

とやろ。 

事務局        分筆した状態がこの状態です。 

土山委員       合筆とかせんのか。 

事務局        ないです。 

土山委員       そのままね。 

事務局        結局、四つに分筆して、建て売りなので、４筆に分筆して建物と

通路です。 

土山委員       その前に分筆してあっとたいね。これはもうね。 

濱北会長       ほかに何かございませんか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ、農業委員の方の賛成の挙手をお願いいたします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、受付番号32番は原

案どおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 次に進みます。22ページです。議案第41号「農用地利用集積計画

（案）の決定について」を議題といたします。事務局より説明を求

めます。 

事務局        それでは、議案第41号、農用地利用集積計画（案）が定められま

したので、農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による決定

を求めるものです。 

 今回の申請については、23ページが総括表で、平成31年の期間ご

との総括になります。 

 続く24ページが今回の借り手の一覧で、現在の耕作面積に今回の

利用権設定面積を合わせまして、今後の経営面積となります。詳細

については25ページからで、賃借権が３件４筆、7,015㎡、所有権移

転が１件１筆、1,027㎡となっております。 

 以上、議案第41号の説明を終わります。 

濱北会長       ありがとうございました。 

 ただいま事務局より説明がございました。この件について何か質

問等はございますか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ、農業委員の方の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、議案第41号は原案

どおり決定いたします。 
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 続きまして28ページです。議案第42号「下限面積（別段の面積）

の設定について」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

事務局        議案第42号、下限面積（別段の面積）の設定について審議する必

要がありますので、この議案を提出するものでございます。議案書

の28ページになります。 

 こちらにつきましては、これまでの定例会で県内の状況でござい

ますとか方向性を示して協議させていただいておりました。現在、

町内全域の農地取得等における下限面積が農地法第３条第２項第

５号の規定に基づき50アールとなっております。これまでの協議内

容を踏まえまして、この前意向もお伺いさせていただいておりまし

たが、町内全域を30アールに変更するということの提案をさせてい

ただいております。 

 理由といたしましては、長洲町においては新規就農者がほぼおり

ません。担い手不足が懸念される中、新規就農、新規参入を促進し、

遊休農地の発生を未然に防ぐことを目的としております。なお、下

限面積の変更について、農地法第３条第２項第５号及び農地法施行

規則第17条第２項に基づき、今回の設定を行うものでございます。

また、施行日につきましては、平成31年３月11日としております。 

 各市町村の下限面積の設定状況や設定の変更に伴う法律等につ

きましては以前お配りしておりますので、資料等を御参考にしてい

ただきたいと思いますが、今おおむね30アールのところが増えてき

ている状況はこの前ごらんいただいたとおりだと思います。 

 以上、簡単ではございますが、議案第42号の説明を終わらせてい

ただきます。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま事務局より説明がございまし

た。この件について何か質問等はございますか。 

 この件については、よその地域もほとんど変更されております。 

事務局        これまでの定例会でもお話しさせていただきました。農地法の中

に50アールという明確な数値がうたってあります。おそらく農業で

生計を立てるというところがスタートかなと思うんですよね。50ア

ールぐらいからというのと。 

 でも、手放したい人が多いのと、定年してからちょっとでもした

いという方がいるのもあるのかなと。その方たちに５反というのは

なかなかハードルが高い。施設野菜、イチゴとかトマトとか花とか

花卉ですね。少ない面積でも高収益が上げられるものについては別

枠で、法律上はあるんですよ。下限面積が必ず５反じゃなくてもあ

る程度の生産性がとれる作物については問題ないという条文はあ

るんですけれども。多分県内で下げているところは、やはり中山間

地などになると、なかなか買い手がいなかったり、新規就農者が集

団的に５反まとめるのは難しいところがあったりというところも
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あるので、県内ほぼ半数が下げているのが現状というのは、これま

でお話ししてきたとおりです。 

 今回、長洲町内30アール、３反に下げるということですけれども、

今後何かの機会で皆さんにいろいろな情報が入れば、場所を指定し

てというのも可能です。 

 さらには、前もお話ししましたとおり、空き家の問題で、空き家

の横にある農地ですね。結局、分筆して宅地の跡の庭みたいな残地

の土地を同時に買うときには、１アールなどに下げたりしているの

が今、県内で３市町村あります。ここら辺については、まだ相談等

もないので、明確なところは出していませんけれども、今後そうい

うところがあれば、空き家に付随するところは、例えば１アールに

するとか。そういうところはまた出てきたときにこのような形で御

審議させていただいて御判断をいただければと思っております。な

ので、まず今回は30アールと。 

池上(章)推進委員   これは、今まで知っていた人と座談会みたいにして飲んでいる席

で、前の人たちは５反買わなんけんって言よってから、もう変わっ

たけん、３反でよかとばいっていう話はしてよか。 

事務局        よかです。今からここで皆さんに賛成いただければ、近いうちに

ホームページには載せます。４月１日の広報にも載せる予定です。

施行日を、３月11日にしたのは、今日３条の審議していただいた分

があるのでちょっとおかしくなるかなと。かといって、４月１日と

か月日を良くすると、今度は４月に３条案件が出てきたときに、25

日が締め切りで、受け付けのときに困るとですよね。４月10日はも

う施行されているので、3,000で計算するので。なので、３月11日に

させてもらいました。次の４月の定例会にもし３条で何か上がって

くれば、３月25日が申請書の締め切りなので、そのとき時点はもう

3,000で持ってきてもらって受け付けるという形をとります。 

事務局        今日御承認いただければ、３月11日からこの３反がルールになる

ということで。前提に、地域のほうでお話しいただくことはできる

と思います。 

事務局        逆に、そういうところで、言っておいていただけるとすごく助か

ります。５反と３反が混乱してくると思うので。 

池上(章)推進委員   あちこちちょっと話ばしよるとですよ。 

事務局        うち５反ないけん、買えんもんなって言われるよりは、最初から

広めていただいて。 

池上(章)推進委員   あと４反買わなんやんかってなって。買い切らんけん。 

濱北会長       やっぱりそういうところが出てきますもんね。 

池上(章)推進委員   もし３反になったら、１反持っとったら２反でよかけんね。 

事務局        そういうことです。なので、これから保全隊とかいろいろな総会

や地区の水利組合とかいろんな話し合いなどで、誰かから農地を買
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いたいとか借りたいとかいう相談などを委員さんが受けられた際

には、どんどん３反という話を広めていってもらって構いません。 

濱北会長       ほかに意見ございませんか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ農業委員の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、議案第42号は原案

どおり決定いたします。 

 次に進みます。29ページです。議案第43号「農地の賃借料情報の

公表について」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

事務局        それでは、議案第43号、農地の賃借料情報の公表について審議す

る必要がありますので提出するものです。 

 農地法第52条の規定に基づき、農地の賃借料情報の公表について

御審議をお願いいたします。30ページに公表する内容を記載してお

ります。 

 こちらにつきましては、平成30年１月から12月までに締結されて

公告された賃貸借権における10アール当たりの賃借料水準になっ

ております。 

 田の部ですが、総締結数が249筆に対しまして、平均額１万2,779

円、最高額が６万円、最低額が368円ということでございます。 

 畑の部でございます。総締結数12筆に対しまして、平均額8,687円、

最高額１万3,000円、最低額1,000円でございます。 

 また、賃借料を物納支給としている場合は、60キロ当たり１万3,

000円で換算しております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第43号の説明を終わらせてい

ただきます。 

濱北会長       ありがとうございました。ただいま事務局より説明がありました。

この件について、何か質問等はございますか。どうぞ。 

土山委員       田の部、６万円は高いですね。 

事務局        ハウスです。 

土山委員       ハウスか。最低額は何かえらい……。何でゼロとかそがん360。こ

れは何筆あったんですんか、この方は。 

事務局        最低額は１筆分です。最高と最低は１筆分ずつなので。ただ、反

当たりに換算しているので、もう管理がてらに。 

土山委員       マイナスはなかったん。マイナスは。 

事務局        マイナスはないですよ。 

土山委員       マイナスはない。ゼニやるけん、つくってくれちゅうところは。

何かあるような話も聞いたけんな。 

事務局        これは利用権の中の賃借権だけです。期間借地とか使用貸借は入

ってないです。これは賃借権で対価が発生するものの１年分の合計
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なので。期間借地、使用貸借の分は入ってないです。ただ、五、六

筆まとめて幾らとかいうところがあるんですよ。もうまとめて。そ

れを金額的に分散したときに安くなったりするところもあっとで

すよね。なので、大体１万2,000円、米１俵。あとは最近増えていま

すよね。米の値段も下がって、米半俵とか45キロとか。 

濱北会長       ほかにないですか。 

坂井推進委員     最高額のハウスの６万円というのはわかるんですが、平均のほう

にそれも入っているということですか。 

事務局        入ってます。 

坂井推進委員     ハウスを除いた分の平均などは出しているんですか。 

事務局        除いた分はないです。ただ、大体このぐらいと思います。１万3,

000円ぐらい。ハウスは年に数件しか入ってこないので。ハウスの人

たちは大体建屋ができ上がっているので、５年更新というより、一

気に10年とかでしているので。今ハウスを持っておられる農家分は

年に一人、二人あればいいなぐらいなんですよ、更新って。なので、

249分のもうあるかないかぐらいなので、ほぼ米と思っていただけ

れば。 

坂井推進委員     わかりました 

濱北会長       ほかにないですか。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       ほかになければ農業委員の賛成の挙手をお願いします。 

 ―賛成者挙手― 

濱北会長       ありがとうございました。全員賛成ですので、議案第43号は原案

のとおり決定いたします。 

 これで本日の提出議案は全て終了いたしました。そのほかに、委

員、推進委員の方からその他の件について何か意見等はございます

か。 

 ―ありません の声有― 

濱北会長       なければ事務局のほうから何か連絡をお願いします。 

 

（その他事務局説明） 

１．平成３１年度（２０１９年度）の定例会日程及び農業委員会

行事計画（案）について 

２．農業委員活動記録セットについて 

 

濱北会長       それでは時間も来ましたので、これをもちまして平成30年度第12

回長洲町農業委員会定例会を閉会いたします。 

事務局        起立。礼。 

 

閉会（終了 午前11時27分） 
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 以上、会議録の顛末を記録し、相違ないことを証するため、ここに議長と共

に署名する。 

 

 

 議  長              印  

 

 

                             

 署名委員              印  

 

 

                              

 署名委員              印  

                              

 

 

 

 

 

 


